
別紙５ マイナンバーカード取得促進に関する事務概要

市町村CS

市区町村J-LIS

カード
管理システム

①申請書候補者抽出
（予定）

印刷業者

⑯印刷用データか
ら申請書を印刷⑰封入・封緘

住民

一覧（通知予定）
ファイル

【住民担当課】

⓪事前のデータ整備

⑧印刷データ作成

【後期担当課】
広域連合
後期高齢者医療広域連合

電算処理システム
（標準システム）

⑫市区町村分のファイルを結合

⑭資格喪失、DV対象除外
送付先対象判定

⑬後期の被保険者とマッチング
（名寄せ）

⑪広域連合に
アップロード

印刷用ファイル
（引き抜き後）

⑲宛先不明で返送された
申請書を受領

印刷用ファイル
（居所登録）

⑩ファイル
取り出し

⑮視覚障害者用
コード作成用データ
からコードを生成

印刷用ファイル

統合端末/既存住基システム

⑤申請書ＩＤ付番

⑥居所登録された住所を連携

スクリーニング作業

⑦４情報の更新

②選定

③突合

④発送対象者
ファイル送付

⑨印刷データ送信

〇75歳以上へのマイナンバーカード申請書作成業務の全体概要は以下のとおり。

⑱発送

・印刷用ファイル
・印刷用ファイル
（居所登録）
・その他ファイル

⑳J-LISへ
申請書提出

㉑市区町村の
住民担当課から

カード交付

㉒被保険者証
の利用申込

（市区町村内
で一気通貫で

申込）

市区町村

中央会ツールで対応
（ツール概要は
別紙6、7）

印刷用ファイ
ル（居所登
録）へのデー
タ出力は、希
望する市区
町村のみ実
施する。

これらのファイルに
マイナンバーは項目として存

在しない。

その他のファイル

ヘッダー情報の
みのファイル



別紙６ ツール概要（１／２）

広域連合

④印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（5情報-a）

②ファイル結合・
ファイル整形 ③被保険者抽出、

DV情報

マッチングなし

未突合被保険者
ファイル
（CSV）

J-LIS作成ファイルと広域連合側の対象データ
を突合した結果、
突合されなかった対象者（主に以下のような対
象者を想定）
・氏名カナに「＊」が設定されている外国人
・生活保護対象者
・住登外者（他市町村住所地特例者等）
・その他5情報のいずれかに不備がある対象者
⇒これらの対象者は、送付対象外。

後期高齢者医療の被保険者（特定の生年月
日以降かつ、特定の日以降、資格喪失していな
い被保険者を抽出。

④以下5項目でマッチング
氏名カナ、性別、生年月日、住所、氏名漢字

⑤以下4項目でマッチング（氏名外字対策）
氏名カナ、性別、生年月日、住所

⑥以下5項目でマッチング（住所外字対策）
氏名カナ、性別、生年月日、氏名漢字、郵便番号

⑦以下4項目でマッチング（⑤⑥の組み合わせを除外）
氏名カナ、性別、生年月日、郵便番号

⑧以下3項目でマッチング
氏名カナ、性別、生年月日

市区町村

印刷用ファイル

①オンラインファ
イル連携機能で

アップロード

名寄せ用ファイル

J-LISのファイルはヘッダ、データ１（宛名）、データ２（申請情報）という
特殊なデータ構造になっているため、名寄せが可能となるようにデータを整形。
名寄せ用エリアに各種情報を編集

⑤印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（4情報-a）

送付候補者
ファイル1

マッチングなし

⑥印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（５情報-b）

マッチングなし

⑦印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（4情報-b）

⑧印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（3情報）

マッチングなし

マッチングあり

マッチングあり

マッチングあり

マッチングあり

送付候補者
ファイル2

送付候補者
ファイル3

送付候補者
ファイル4

送付候補者
ファイル5

未突合者ファイル
（CSV）

マッチングなし 該当広域の被保険者だが突合の結果、突合対象となるデータ
が存在しなかった被保険者
・住所地特例者
・市町村のスクリーニングで除去された資格喪失者等

後期被保険者
ファイル

マッチングあり

処理後もサーバ上に残すファイル

【凡例】

印刷用ファイル
（居所登録）

次ページへ

印刷用ファイル
（全市区町村）



別紙７ ツール概要（２／２）

広域連合市区町村 前ページから

送付候補者
ファイル1

送付候補者
ファイル5

～

印刷業者へ

送付候補者ファイル（全体）の中から以下の条件に該当する対象者を除外し、残った候補者について
印刷用ファイル（引き抜き後）に出力する。

(a)郵便番号にALL9が設定されている対象者
(b)標準システムで追加情報該当者フラグ１、自己情報提供不可フラグ、不開示該当フラグの

いずれかが設定されている対象者
(c)資格喪失している対象者
(d)１（J-LIS）：N（標準システム）のマッチングでそのいずれかの対象者について(b)もしくは

(c)に該当する対象者が含まれている場合（※）
(e)N（J-LIS）：N（標準システム）のマッチングでJ-LIS側の候補者の方が少なくかつ、

標準システム側の対象者について(b)もしくは(c)に該当する対象者が含まれている場合、
そのグループ全て（※）

(f)N（J-LIS）：N（標準システム）のマッチング で標準システムの候補者の方が少ない場合、
そのグループ全て（※）

※ J-LISから市区町村を経由して受領した印刷用ファイルと標準システムの被保険者情報を名寄せ
突合した結果、全ての対象者が１：１で突合されるとは限らず、結果として、１：NやN：Nで候
補者が突合される場合がある。(d)、(e)、(f)はその場合の除外条件を示している。

⑨ファイル１～ファイル5をマージ

⑩送付対象外者除外

印刷用ファイル
（引き抜き後）

送付除外
ファイル

作業はなし

送付候補者
ファイル（全体）

印刷用ファイル
（全市区町村）

前ページから

送付候補者
ファイル
（退避用）

名寄せはされたが最終的に除外さ
れた対象者が出力される。

名寄せされた全ての対象者が出力される。
（最終的には送付していない人も含む）

ツールについては今後、国保中央会から説明する予定



別紙８ 全体スケジュールについて

〇 スケジュール中の○番号は１.のフローの○番号に対応したものとなる。

〇 対象者数が多いことから、③以降の各処理は2回に分けて実施する。

スケジュール中の（1回目）（2回目）はそれぞれ（１）（２）と省略して記載している。

1回目と2回目がどの広域連合になるかは別途、厚労省で調整される予定である。

令和3年度（2021年度）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
マイルストーン

作業項目

事務連絡
印刷仕様書提供

J-LISでのシステム改修

標準システムの改修

①抽出

②選定

③④突合、一覧
送付（1回目）

③④突合、一覧送
付（2回目）

⑤⑥⑦スクリーニン
グ（1）

⑤⑥⑦スク
リーニング
（2）

⑧作成
/送信
(1）

⑧作成
/送信
(2）

⑪⑫
広域
提供
（1）

⑪⑫
広域
提供
（2）

⑫～
⑭ツー
ル実行
(1)

⑮～
印刷・郵
送 (1)

⑫～
⑭ツー
ル実行
(2)

⑮～
印刷・郵
送 (2)

ツールの適用

J-LISで実施する作業 市区町村で実施する作業 広域連合で実施する作業中央会で実施する作業凡例：

⓪市区町村でのデータ整備

事務連絡


